
 

 

重 要 性 分 類 Ⅱ   

事 務 連 絡   

令和 7 年 4 月 11 日   

 

 保険者 各位 

 

社会保険診療報酬支払基金    

 

 

電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の 

リクエスト及びダウンロード機能の利用について 

 

 平素は支払基金の事業運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、支払基金では、医療機関等が電子カルテ情報共有サービスに登録しオン

ライン資格確認等システムに格納された健診結果を、特定健診等データ収集シス

テムを通じて保険者がリクエスト及びダウンロードする機能を構築し、令和 7 年

4 月 1 日に運用を開始したところです。 

 しかしながら、厚生労働省医政局医療情報担当参事官室より令和 7 年 4 月 8 日

付け事務連絡「電子カルテ情報共有サービスにおける健診結果報告書の保険者の

取り扱いについて」をもって、別途厚生労働省より連絡されるまでの間、当該機

能による健診結果の取得はお待ちいただくよう連絡がされたところです。 

つきましては、下記のとおりお知らせしますので、ご留意いただきますようお

願いいたします。 

 

記 

 

１ 厚生労働省事務連絡及び内容 

 ⑴ 事務連絡  

令和 7 年 4 月 8 日付け事務連絡「電子カルテ情報共有サービスにおける健

診結果報告書の保険者の取り扱いについて」（別添）  

 ⑵ 内容  

  ア 令和 7 年 2 月から一部の地域・医療機関において開始している電子カル

テ情報共有サービスのモデル事業について、本事業における保険者の健診

結果報告書の取得は、必要な手続き等が別途厚生労働省より連絡されるこ

と。  

  イ 厚生労働省から連絡されるまでの間は、健診結果報告書の取得はお待ち

いただきたいこと。  

 



 

 

２ リクエスト機能及びダウンロード機能  

  特定健診等データ収集システムを通じて健診情報を取得するためにログイン

して使用する「特定健診・保健指導システム」、リクエスト機能及びダウンロー

ド機能については下図のとおり。（※オンラインのみ）  

 ⑴ 特定健診・保健指導システムトップ画面  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ メニュー画面（ログイン後）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告先及びお問合せ先 

〒105-0004 東京都港区新橋 2 丁目 1 番 3 号 

社会保険診療報酬支払基金 分析評価部 統計情報課 

TEL   03-3591-7441（代表） 

E-mail toukei02@ssk.or.jp 

本ボタンは押下し

ないでください。 


